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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和５年８月１０日（令和５年（行情）諮問第７０１号） 

答申日：令和７年１２月２６日（令和７年度（行情）答申第７６８号） 

事件名：特定病院の届出文書等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の２に掲げる各文書（以下、併せて「本件対象文書１」という。）

につき、その一部を不開示とし、別紙の３に掲げる文書（以下「本件対象

文書２」といい、本件対象文書１と併せて「本件対象文書」という。）に

つき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定については、

本件対象文書２の存否を明らかにしないで開示請求を拒否したことは妥当

であるが、本件対象文書１につき、審査請求人が開示すべきとする部分の

うち、別紙の５に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し、令和５年４

月２８日付け関厚発０４２８第５９号により関東信越厚生局長（以下「処

分庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）につ

いて、その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書及び意見書の記載

によると、おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

請求した文書から説明します。 

２０２３年２月２７日に開示請求を行った文書としては下記の３種 

ア 厚生局に届出されている特定病院の下記診療科の新規申請時の書類

一式 

・救急体制充実加算１、２、３ 

・医師事務作業補助体制加算１ 

イ 当該病院に対する適時調査の報告書 

２０１３年以降で実施した全ての報告書 

ウ 施設基準の届出状況（全体）（届出受理医療機関名簿※） 

※医療機関名簿の備考に診療料毎の情報が記入されたもの 

平成２５年５月１日付け 
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令和４年４月１日付け 

令和４年５月１日付け 

および 

下記の診療科が届出された日付の届出書類（正式書類の名称不明） 

救急体制充実加算１、２、３ 

医師事務作業補助体制加算１、２ 

今回、審査請求の対象となるのが上記ア及びイの部分になります。不

開示部分やその他の理由（関厚発０４２８第５９号）について強く疑義

が残る事、元々私から（下記）の部分の意見を提示したにもかかわらず、

その点について一切の回答がなく、国民の不信感を深めるだけの返事に

対して厚労省として審査を頂きたいと希望しています。 

   （下記） 

本医療機関が厚生局に届出していた施設情報に誤りがあり、適時調査

の際、適時調査員による現場視察、確認をした内容を第三者が見て公正

に判断する必要があると判断したので、ここに開示を請求します。 

ア、イの情報は不開示情報の旨、先に耳にしていましたが、“厚生労

働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準”

の条件の中に下記記載があり、今回はその趣旨に合致するものと認識し

ており、厚生局内にて審議、回答いただけますようお願い申し上げます。 

    １０ 公益上の理由による裁量的開示 

決定権者は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録され

ている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、

開示請求者に対し、当該行政文書を開示するものとする。 

   （下記ここまで） 

医師法、医療法施行規則では国民に開示するよう定められている病院

施設や職員数、紹介数などについて情報を不開示の対象として挙げてい

る点に強い疑義がある。医療情報提供制度や病床機能報告書、地域医療

支援病院の業務報告書では厚労省が国民の情報入手の利便性、均一性を

鑑み病院から報告させるよう義務付けさせてきた。厚労省のホームペー

ジには「医療機能情報提供制度（医療情報ネット）は住民・患者が医療

機関を適切に選択できるよう、医療機関の自発的な情報提供だけに委ね

るのではなく、医療機能に関する情報の報告を医療機関へ義務づけ、そ

れを公表することによって、バラツキのない情報提供の仕組みを構築い

たしました。」と趣旨を述べている。また、病床機能報告については

「平成２６年６月に成立した「医療介護総合確保推進法」による医療法

の改正に基づき、同年１０月１日から、病床機能報告制度が施行されま

した。報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、

地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿につ
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いて共通認識を持つことができます。」と説明されています。 

すでに公開されている情報にもかかわらず、病院の利益を害するため

に開示できない、としていることに強く違和感を覚えた。厚生局は厚労

省の出先機関であり、同じ法律の下運営されている組織にもかかわらず、

国が定める法を正しく理解していないのか？と疑問を抱いた。いや、理

解しているが自身の過ちを公開したくないという理由から開示を拒んだ

と捉えているが、だとしたらそれは官による公共利益の侵害である。 

また、病院側の届け出に過ちがある点について厚生局長は見解を示し

ていない。適時調査で適切に指摘が出来ていなかったために医療という

命の砦を安全なものにできなかったとしたら、それは重大な失態である。

公共性の高い事業を行っている病院の利益よりも個人の生命や安全を守

る意義の方が大きいと考えており、法５条２号の趣旨に合致する。 

２「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公

にすることが必要であると認められる情報を除く。」（法５条

２号ただし書） 

本号のただし書は、法５条１号ただし書ロと同様に、当該情報を公に

することにより保護される人の生命、健康等の利益とこれを公にしない

ことにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益とを比較衡

量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情報

を開示しなければならないとするものである。 
現実に人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来こ

れらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。なお、法人等又は事業

を営む個人の事業活動と人の生命、健康等に対する危害等との明確な因

果関係が確認されなくても、現実に人の生命、健康等に対する被害等の

発生が予想される場合もあり得る。 

病院の利益を害するとして、法５条２号イを不開示理由に挙げている

が、「単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求め

られる」と謳われている。厚労省自身が病院の情報を国民に開示を求め

ている、そして厚生局も病院の届け出を国民に公表している、が、病院

側の不適切な届出を第三者が確認しようとすると病院側の利益保護に走

るのは矛盾に満ちている。厚生局と当該病院の癒着まで疑う。 

また、厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等

に係る審査基準の１０項に、請求に係る行政文書に不開示情報が記録さ

れている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示

請求者に対し、当該行政文書を開示するものとする。と定められている。

国民の公益が失われることを危惧し情報開示請求を求めていることを審

査課の担当者から局長に報告済みだが、この点について局長から一切の

返答がない点も疑念を深めた。 
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昨年の１１月に会計検査院がコロナ病床確保のための補助金を多くの

病院が不正請求したことを公表し、各都道府県は病院に対し返還請求を

求めている。全国で５５億円の不正請求があったと会計検査院は指摘し

ているが、５５億円のうち神奈川県は７割を超える不正請求があったこ

とを報道されている。更に、神奈川県が自主点検を行ったところ更に不

正請求が発覚し８６億円もの不正請求があり神奈川県特定室の特定室長

は「申請時の確認や、病院への説明が足りない点があったことは反省し

ている。チェックを徹底し、再発防止に努めたい」と述べている。以前

より、病院が性善説で正しく届出をしている、正しく診療報酬を請求し

ている、という前提で審査を実施していると思うが、実態は一般の民間

企業並みもしくはそれ以下の業務品質である。審査が適切に行われたか

どうか、国民という第三者による審査は重要であると考え情報公開を望

みます。 

 （２）意見書 

    諮問庁による理由説明書を拝読しましたが、納得いく説明が記されて

いなかったので、申込時に意見した内容を再度下記に記させていただき

ます。是非審査会にて話し合われる際にお読みいただきたいと希望しま

す。 

ア 「①ア．救急体制充実加算１」 

     当該届出に記載されている病院施設などの情報は医療法の制度上公

表しません、という説明を受けた。しかし、同じ医療法や医療法施

行規則では医療機能情報提供制度、病床機能報告制度のもと病院施

設や職員数、紹介数などについて、情報公開を積極的に図るよう厚

労省自身が病院を誘導している。地域医療支援病院の業務報告など

もその１種である。厚労省のホームページには「医療機能情報提供

制度（医療情報ネット）は住民・患者が医療機関を適切に選択でき

るよう、医療機関の自発的な情報提供だけに委ねるのではなく、医

療機能に関する情報の報告を医療機関へ義務づけ、それを公表する

ことによって、バラツキのない情報提供の仕組みを構築いたしまし

た。」と趣旨を述べている。また、病床機能報告については「平成

２６年６月に成立した「医療介護総合確保推進法」による医療法の

改正に基づき、同年１０月１日から、病床機能報告制度が施行され

ました。報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すこと

により、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と

将来の姿について共通認識を持つことができます。」と説明されて

います。国民の方をみて構築した制度では情報公開を行い、病院と

厚生局との間で交わされる情報については機密とされる、どちらも

厚労省が定めた制度でありながら矛盾を起こしている。同じ情報で
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も開示されるものとされないものがあるのはそもそも制度上の欠陥

である。この欠陥を理解した上で審査会では開示基準を明確にして

いただきたいと希望します。 

     また、「印影」「床面積」「患者数」「バイオクリーンルームの概

要」「機器の名称・形式」「空気清浄度など」「装置・器具の配置

場所・名称・台数」「手術件数」「診療情報提供料などを算定する

割合」「施設名」「住所」「電話番号」を開示することは病院の競

争上の地位その他正当な権利を害する恐れがあり、法５条２号イに

該当する、と述べているが、これらの情報は病院のホームページ、

パンフレット、病院内の掲示物、上記で記した報告書に記載されて

おり、また、都道府県の行政機関へ提出される地域医療支援病院の

業務報告書で開示されているものである。すでに開示されている情

報であるにもかかわらず競争上の地位を害するという主張はまった

く意味がなく、社会一般の通念からも遠く離れたものである。法５

条２号イの定義においても「単なる確率的な可能性ではなく、法的

保護に値する蓋然性が求められる」と謳われている。厚労省自身が

病院に情報を国民に開示するよう求めている、そして厚生局も病院

の届け出を国民に公表している、第三者が行政文書公開を求めると

病院側の利益保護に走るのは矛盾に満ちている。厚生局と当該病院

の癒着まで疑う。 

     上段、後段で主張していることは、ともに日本国民が誰でも開示を

受け閲覧できる状態にある情報である。厚生局は病院－厚生局間の

従来の情報交換上の視点でしか捉えておらず、非常に狭い視野で情

報公開を拒んでいる。社会一般常識から外れた応対に国民の一人と

して非常に落胆している。 

   イ 「①イ．医師事務作業補助体制加算１」 

     「氏名」「修了番号」といった個人情報開示を求めているのではな

い。それ以外の病院施設に関する情報開示を求めています。理由は

上記理由と同様です。 

   ウ 「２０１３年以降で実施した特定病院に対するすべての適時調査の

報告書」 

     法５条２号イおよび法８条を主張しているが、私が主張している病

院の届出に過ちがある点について厚生局長は何ら見解を示していな

い。情報公開請求者である私が公益上特に必要である事由を明らか

にしていないから、と上から目線の答弁であるが、そもそも適時調

査に不備がある可能性を鑑み自ら振り返ることもしていない。今回

の非開示を決定したのは関東信越厚生局長。上級職位の人間は決め

ることが仕事。その判断を先送りし、総務省の情報公開・個人情報



 6 

保護審査会に判断をゆだねたということは仕事をしていないことと

同義である。税金で仕事をしているならば自分の持つ裁量権を最大

限に活用し判断してもらいたいものである。審査請求人と話し合い

の場を持とうという姿勢すら示さないのは厚生局長の怠慢であり驕

りである。 

     病院の届出に過ちがあるというのは確かである。役人はデータで仕

事をするが問題は現場で起こっている。病院による届け出はすべて

自己申告。性善説で成り立っているルーチンワークである。立ち入

り調査も事前通告の上実施となると、病院側はいくらでも不都合な

事実を隠蔽することが出来る。昨今の特定医療法人の問題も根本は

同じである。国民の生命、健康、生活を守る役職についているなら

その責務を果たしてもらいたい。その業務品質を第三者が確認する

ことで正しい医療行政が成り立つと信じている。 

なお、法７条の公益上特に必要な理由は直接対話が可能になった段

階でお話をしたいと思います。開示することで官による情報漏洩や

審査請求人が被る身の危険を回避するためである。 

審査会の関係者の方々には、情報透明性を求める世の中の動き、一

般開示情報の類、厚労省自身が発してきた制度改革など踏まえ、審

議会に臨んでいただきたく存じます。  

以上、審査請求人からの意見となります。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は、開示請求者として、令和５年２月２７日付け（同年３

月１０日受付）で、処分庁に対して、法３条の規定に基づき、処分庁に

対し、別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）につい

て開示請求を行った。 

（２）これに対して、処分庁は、令和５年４月２８日付け関厚発０４２８第

５９号により原処分を行ったところ、審査請求人はこれを不服として、

同年５月８日付け（同月１２日受付）で本件審査請求を提起したもので

ある。 

２ 諮問庁としての考え方 

   本件審査請求については、原処分は妥当であるから、棄却すべきである。 

 ３ 理由 

 （１）開示請求に係る行政文書について 

   ア 処分庁は、本件対象文書として、別紙の２に掲げる関東信越厚生局

神奈川事務所が保有する行政文書（本件対象文書１）を特定し、そ

の一部を不開示とする原処分を行った。 

     なお、別紙の３に掲げる「特定病院に対する適時調査の報告書」
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（注：開示請求受付後、「２０１３年以降で実施した特定病院に対

する全ての適時調査の報告書」に補正。）（本件対象文書２）につ

いては、その存否を明らかにしないで、開示請求を拒否し、不開示

とした。 

   イ 本件対象文書１のうち、別紙の２（１）アの「救急体制充実加算１」

については、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救命救急医

療が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、１日に告示に

定める点数をそれぞれ所定点数に加算するところ。当該加算に係る

届出は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることについ

て、地方厚生局長等に届け出るものである。 

     なお、審査請求人は、医療法や医療機能情報提供制度、病床機能報

告制度により、当該届出に係る病院施設等の情報が公表されている

ことを理由として原処分の一部の取消しを求めているが、審査請求

人の指摘する当該届出に係る病院施設等の情報については、医療法

による開設に係る届出は制度上公表することとはされておらず、医

療機能情報提供制度及び病床機能報告制度では公表されている項目

に含まれない。 

   ウ 本件対象文書１のうち、別紙の２（１）イの「医師事務作業補助体

制加算１」については、医師の負担の軽減及び処遇の改善に対する

体制を確保することを目的として、医師、医療関係職員、事務職員

等との間での業務の役割分担を推進し、医師の事務作業を補助する

専従者を配置している体制を評価するものであるところ。当該加算

に係る届出は厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることに

ついて地方厚生局長等に届け出るものである。 

     なお、審査請求人は、医療法や医療機能情報提供制度、病床機能報

告制度により、当該届出に係る病院施設等の情報が公表されている

ことを理由として原処分の一部の取消しを求めているが、審査請求

人の指摘する当該届出に係る病院施設等の情報については、医療法

による開設に係る届出は制度上公表することとはされておらず、医

療機能情報提供制度及び臨床機能報告制度では公表されている項目

に含まれない。 

   エ 開示請求に係る行政文書のうち、別紙の３に掲げる「２０１３年以

降で実施した特定病院に対する全ての適時調査の報告書」（本件対

象文書２）について、適時調査は、施設基準の届出を行っている保

険医療機関等に対して、各施設基準が毎年７月１日現在において、

届出要件を満たしているか否かを自己点検させることを目的として

行うもので、その頻度については原則、年１回、受理後６か月以内
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を目途に実施することとなっている。なお、当分の間、保険医療機

関等のうち「医科（病院）」を対象とし、対象となる保険医療機関

数が３００施設以上の都道府県においては３年に１巡、１５０施設

以上３００施設未満の府県においては２年に１巡を目途として行う

こととすることとしている報告書については、調査終了後、調査結

果の通知が保険医療機関等に送付され、それを踏まえ保険医療機関

等は改善報告書を作成し、提出を行うものである。 

 （２）不開示情報該当性について 

   ア 審査請求人は、特定病院の基本診療料の施設基準等に係る届出書の

うち「救急体制充実加算１（平成３１年４月１日）」（本件対象文

書１のうち、別紙の２（１）ア）及び「医師事務作業補助体制加算

１（平成２９年１１月１日）」（本件対象文書１のうち、別紙の２

（１）イ）の原処分における不開示部分並びに「２０１３年以降で

実施した特定病院に対する全ての適時調査の報告書」（本件対象文

書２）について、法５条２号ただし書き及び「厚生労働省が保有す

る行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」第１０

項を理由に開示するよう求めている。 

イ 別紙の２（１）アの「救急体制充実加算１」の届出のうち、「印

影」、「床面積」、「患者数」、「バイオクリーンルームの概要」、

「機器の名称・形式」、「空気清浄度等」、「装置・器具の配置場

所・名称・台数等」、「手術件数」、「診療情報提供料等を算定する

割合」、「施設名」、「住所」、「電話番号」については、これを公

にすることにより、詳細な施設の設備や経営状況が明らかになるため、

特定病院の権利、競争上の地位その他正当な権利を害するおそれがあ

り、法５条２号イに該当することは明らかである。 

  なお、同号ただし書は、同号イ又はロに該当する情報を公にするこ

とにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないこ

とにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益とを比較衡

量し、前者の利益が後者を上回るときには、当該情報を開示すること

とされているが、上記不開示部分を公にすることで保護される利益が、

公にしないことで保護される利益を上回る事情は認められない。 

   ウ 別紙の２（１）イ「医師事務作業補助体制加算１」の届出のうち、

「氏名」、「修了番号」については、個人に関する情報であって、

公にすることにより、特定の個人を識別できる情報であるため、法

５条１号に該当することは明らかである。 

     なお、同号ロは、同条２号ただし書きと同様に、不開示により保護

される利益と開示により保護される利益を比較衡量し、前者の利益

が後者を上回るときには、不開示情報を開示するものであるが、本
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事案において、これに該当する事情は認められない。 

   エ 「２０１３年以降で実施した特定病院に対する全ての適時調査の報

告書」（本件対象文書２）については、その存否を明らかにすると、

当該医療機関が適時調査の対象となっているか否かが公になり、ま

た、当該保険医療機関等に対する調査結果の特定につながる恐れが

ある。そのため、当該調査の結果が保険医療機関等の評価指標に利

用されること等に伴ういわゆる風評被害等により、当該保険医療機

関の信用が低下するおそれ又は患者確保等の観点から保険医療機関

にとって不利な影響を及ぼすおそれがあり、当該保険医療機関の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。このた

め、適時調査の報告書については、その存否を答えるだけで、法５

条２号イに掲げる不開示情報を開示することとなることは明らかで

あり、法８条に該当する。 

     なお、審査請求人は、法７条（公益上の理由による裁量的開示）を

適用すべき旨を主張するが、同条に規定する「公益上特に必要」で

ある事由は審査請求人からは明らかにされておらず、また、「公益

上特に必要がある」場合に該当する事情は認められない。 

 ４ 結論 

   以上のとおり、本件審査請求については、原処分は妥当であるから、棄

却すべきである。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

① 令和５年８月１０日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月３０日       審議 

④ 同年９月１４日     審査請求人から意見書を収受 

⑤ 令和７年１月９日    本件対象文書１の見分及び審議 

⑥ 同年６月１７日     委員の交代に伴う所要の手続の実施、本

件対象文書１の見分及び審議 
⑦ 同年１２月２２日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

   本件開示請求は、本件請求文書の開示を求めるものであり、処分庁は、

本件対象文書１について、その一部を法５条１号及び２号イに該当すると

して不開示とし、本件対象文書２について、その存否を答えるだけで、同

号イの不開示情報を開示することとなるとして、法８条の規定に基づき、

その存否を明らかにせずに開示請求を拒否する原処分を行った。 

   これに対し、審査請求人は、上記第２のとおり主張するところ、本件対
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象文書１の不開示部分（別紙の４に掲げる部分）のうち「修了証」に記載

された修了者の氏名及び修了番号（別紙の４イ（カ）に掲げる部分）を除

く部分（以下「本件不開示部分」という。）及び本件対象文書２の開示を

求めていると解され、諮問庁は、原処分を妥当としていることから、以下、

本件対象文書１の見分結果を踏まえ、本件不開示部分の不開示情報該当性

及び本件対象文書２の存否応答拒否の妥当性について検討する。 

 ２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

 （１）開示すべき部分について 

ア 別紙の５（１）に掲げる部分 

   当該部分は、「救急救命入院料１の施設基準に係る届出書添付書類」

の「バイオクリーンルームの概要、機器の名称・形式、空気清浄度

等」欄である。「救急救命入院料１」に関する施設基準（診療報酬

の中には、保険医療機関が一定の人員や設備を満たすことで診療報

酬を算定できるものがあり、この満たすべき人員や設備のことを施

設基準という。）においては、バイオクリーンルームの設置は施設

基準とされていないことから、当該部分を公にしても特定病院にお

けるバイオクリーンルームの設備に関する内部情報は明らかになら

ず、特定病院等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあるとは認められない。 

したがって、法５条２号イに該当せず、開示すべきである。 

イ 別紙の５（２）ないし（４）に掲げる部分 

当該部分は、「救急救命入院料１の施設基準に係る届出書添付書類」

及び「救急救命入院料４の施設基準に係る届出書添付書類」の「配

置場所」欄の全て並びに「装具・器具の名称・台数等」欄中、装

置・器具の一般的な名称及び台数等である。 
「配置場所」欄に記録されている情報は、治療室内であるか病院内

であるかを示す情報にすぎず、これを公にしても、また、「装具・

器具の名称・台数等」欄に記録されている情報のうち、販売名等の

特定の装具・器具を識別することができる部分を除く、装具・器具

の一般的な名称及び台数等の部分を公にしても、特定病院等の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められ

ない。 
したがって、法５条２号イに該当せず、開示すべきである。 

   ウ 別紙の５（５）に掲げる部分 

当該部分は、原処分より前のある時点における電子カルテ・オーダ

リングを導入している医療施設名とその住所及び電話番号である。 

医療施設が電子カルテ・オーダリングを導入することは、特別なこ

とではなく、これを導入していることを秘匿すべき特段の事情は認
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められないことから、当該部分のうち医療施設名を公にしても当該

医療施設の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あるとは認められない。 

また、各医療施設のウェブサイトには、その住所及び電話番号が掲

載されている。このため、原処分時点において、所在地の移転等に

より、当該医療施設の住所又は電話番号として使用されていないも

のを除き、当該医療施設の住所及び電話番号を公にしても、当該医

療施設の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るとは認められない。 

したがって、当該部分（原処分時点において所在地の移転等により

使用されていない住所及び電話番号を除く。）は、法５条２号イに

該当せず、開示すべきである。 

   エ 別紙の５（６）に掲げる部分 

     当該部分は、「基本診療科の施設基準等に係る届出書」に記載され

た特定病院の開設者の氏名、「修了証」に記載された病院の院長の

氏名並びに社団法人及び財団法人の役員の氏名、並びに「特定病院

個人情報の保護に関する安全管理規定」に記載された理事長、名誉

院長及び院長の氏名である。当審査会事務局職員をして、特定病院、

「修了証」に記載された病院、社団法人及び財団法人のウェブサイ

トを確認させたところ、当該ウェブサイトに上記氏名が記載されて

いることが認められる。 

このため、これらの部分については、法５条１号ただし書イに該当

すると認められる。 

したがって、当該部分は、法５条１号に該当せず、開示すべきであ

る。 

（２）その余の部分（別紙の５に掲げる部分を除く部分）について 

  ア 別紙の４ア（ア）並びにイ（ア）、（ウ）、（オ）、（ケ）及び

（シ）に掲げる部分（別紙の５（６）に掲げる部分を除く部分） 

     当該部分は、ⅰ「基本診療料の施設基準等に係る届出書」に記載さ

れた特定病院の担当者名、ⅱ「医師事務作業補助体制加算１、２の

施設基準に係る届出書添付書類」に記載された医師事務作業補助者

の配置責任者の氏名、ⅲ医療事務作業補助者の名簿に記載された氏

名、ⅳ「病院勤務医の負担の軽減及び処理の改善に対する体制」に

記載された勤務医の負担軽減及び処遇改善に係る責任者の氏名、ⅴ

「特定病院 個人情報の保護に関する安全管理規定」に記載された

個人情報保護責任者の氏名である。当該部分は、法５条１号本文前

段に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別するこ

とができるものに該当し、同号ただし書イないしハのいずれにも該
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当する事情は認められない。また、当該部分は個人識別部分である

ことから、法６条２項による部分開示の余地もない。 

   したがって、当該部分は、法５条１号に該当し、不開示としたこと

は妥当である。 

   イ 別紙の４ア（イ）並びにイ（イ）及び（ク）に掲げる部分 

     当該部分は、特定病院の「基本診療料の施設基準等に係る届出書」

に押印された特定病院の印影並びに「修了証」に押印された病院、

社団法人及び財団法人の印影である。当該印影は、文書が真正に作

成されたことを示す認証的機能を有するものであり、それにふさわ

しい形状をしているものと認められる。このため、これを公にする

と、特定病院等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあると認められる。 

したがって、当該部分は、法５条２号イに該当し、不開示としたこ

とは妥当である。 

   ウ 別紙の４ア（ウ）及び（エ）に掲げる部分（別紙の５（１）ないし

（４）に掲げる部分を除く部分） 

     当該部分は、「救急救命入院料１の施設基準に係る届出書添付書類」

及び「救急救命入院料４の施設基準に係る届出書添付書類」に記載

された特定病院における特定の治療室に係る病床面積、１床当たり

の床面積、１日平均取扱患者数及び装置・器具の特定の販売名等並

びに「救急救命入院料４の施設基準に係る届出書添付書類」に記載

された「バイオクリーンルームの概要、機器の名称・形式、空気清

浄度等」である。 

 当該部分は、これらの情報を公にした場合、特定病院の詳細な施

設設備や経営状況が明らかとなるため、特定病院の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

     したがって、当該部分は法５条２号イに該当し、不開示としたこと

は妥当である。 

エ 別紙の４イ（エ）及び（コ）に掲げる部分 

当該部分は、「医師事務作業補助体制加算１、２の施設基準に係る

届出書添付書類」及び「病院勤務医の負担の軽減及び処理の改善に

対する体制」に記載された特定の患者数、特定の手術数及び特定病

院における診療情報提供料等を算定する割合である。 

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、これらの具

体的な情報は公表されていない情報とのことであり、当該部分を公

にした場合、特定病院の経営に関する情報が明らかとなり、特定病

院の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると

認められる。 
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したがって、当該部分は法５条２号イに該当し、不開示としたこと

は妥当である。 

オ 別紙の４イ（サ）に掲げる部分（別紙の５（５）に掲げる部分を除

く部分） 

当該部分は、原処分より前のある時点における電子カルテ・オーダ

リングを導入している医療施設名とその住所及び電話番号のうち、

原処分時点において、所在地の移転等により、当該医療施設の住所

又は電話番号として使用されていない住所又は電話番号の記載であ

る。当該部分を公にすると、いたずらに誤解等を生じさせるおそれ

があり、当該医療施設の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあると認められる。 
したがって、当該部分は、法５条２号イに該当し、不開示としたこ

とは妥当である。 
３ 本件対象文書２の存否応答拒否の妥当性について 
（１）原処分において、本件対象文書２の存否を明らかにしないで不開示と

したことについて、当審査会事務局職員をして諮問庁に対して補足説明

を求めさせたところ、以下のとおり説明する。 
ア 適時調査は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室で策定した

「適時調査実施要領」において、「届出を受理した保険医療機関等に

ついて、原則、年１回、受理後６か月以内を目途に実施する。なお、

当分の間、対象となる保険医療機関数が３００施設以上の都道府県に

おいては３年に１巡、１５０施設以上３００施設未満の府県において

は２年に１巡を目途として行うこととする。」とされており、必ずし

も毎年全ての対象保険医療機関に対し適時調査を行っているものでは

ない。 

イ 他方、患者や社会保険診療報酬支払基金等からの情報提供を端緒と

して実施することがあり、その場合は直近の施設基準の届出の有無に

かかわらず適時調査を実施することとなる。 

ウ このため、短期間に（例えば２年連続等）適時調査を実施したこと

が明らかになると、当該医療機関に係る情報提供があったことが類推

され、その真偽にかかわらず医療機関の評価を不当に害するおそれが

ある。 

エ なお、保険医療機関等に係る指導監査等関係文書に係る開示請求の

取扱いについては、過去に担当室から厚生労働省大臣官房総務課公文

書監理・情報公開室と協議した上で事務連絡を発出し、各厚生局間で

統一した取扱いとしており、今回の適時調査結果通知に係る存否応答

拒否の原処分についても、当該事務連絡に沿って対応したものである。 
（２）本件対象文書２は、２０１３年以降に実施した特定病院に対する全て
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の適時調査の報告書であり、その存否を答えることは、２０１３年以降

に特定病院に対して適時調査を行った事実の有無を明らかにすることと

なる。 
これにより短期間に適時調査を実施したことが明らかになると、当該

特定病院の評価を不当に害するおそれがあるとする旨の上記（１）の諮

問庁の説明は否定できず、これを覆すに足りる事情も認められない。こ

のため、本件対象文書２の存否を明らかにした場合、当該特定病院の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 
したがって、本件対象文書２の存否を答えることは、法５条２号イの

不開示情報を開示することと同様の結果を生じさせることになるため、

法８条の規定により、その存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒

否したことは妥当である。 

 ４ 審査請求人のその他の主張について 

 （１）審査請求人は、審査請求書及び意見書において、不開示部分について

は、法５条２号ただし書に規定する「人の生命、健康、生活又は財産を

保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当す

る旨を主張する。 

しかし、当該主張は、本件の不開示情報を開示することが必要である

とする具体的な理由を示しているとは必ずしもいえず、上記２（２）及

び上記３（２）において、当審査会が法５条２号イに該当するとして不

開示とすることが妥当と判断した部分については、これを開示すること

による利益が、これを開示しないことにより保護される利益を上回ると

は認められないことから、審査請求人の当該主張を採用することはでき

ない。 

 （２）審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断

を左右するものではない。 
５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象文書１につき、その一部を法５条１号及び２

号イに該当するとして不開示とし、本件対象文書２につき、その存否を答

えるだけで開示することとなる情報は同号イに該当するとして、その存否

を明らかにしないで開示請求を拒否した決定については、本件対象文書２

につき、その存否を答えるだけで開示することとなる情報は同号イに該当

すると認められるので、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した

ことは妥当であるが、本件対象文書１につき、審査請求人が開示すべきと

する部分のうち、別紙の５に掲げる部分を除く部分は、同条１号及び２号

イに該当すると認められるので、不開示としたことは妥当であるが、別紙

の５に掲げる部分は、同条１号及び２号イのいずれにも該当せず、開示す

べきであると判断した。 
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（第３部会） 

  委員 稲山文男、委員 久末弥生、委員 芳仲美惠子 
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

（１）厚生局に提出されている特定病院の下記診療科の新規申請時の書類一式 

  ・救急体制充実加算１（平成３１年４月１日） 

  ・医師事務作業補助体制加算１（平成２９年１１月１日） 

（２）当該病院に対する適時調査の報告書 

   ２０１３年以降で実施した全ての報告書 

（３）施設基準の届出状況（全体）（届出受理医療機関名簿※） 

   ※医療機関名簿の備考に診療科毎の情報が記入されたもの 

   ・平成２５年５月１日付け 

   ・平成２９年１１月１日付け 

   ・平成３１年４月１日付け 

   ・令和４年４月１日付け 

   ・令和４年５月１日付け 

 

２ 本件対象文書１ 

（１）特定病院の基本診療科の施設基準等に係る届出書 

  ア 救急体制充実加算１（平成３１年４月１日） 

  イ 医師事務作業補助体制加算１（平成２９年１１月１日） 

（２）神奈川県の届出受理医療機関名簿（医科 平成２５年５月１日現在） 

（３）神奈川県の届出受理医療機関名簿（医科 平成２９年１１月１日現在） 

（４）神奈川県の届出受理医療機関名簿（医科 平成３１年４月１日現在） 

（５）神奈川県の届出受理医療機関名簿（医科 令和４年４月１日現在） 

（６）神奈川県の届出受理医療機関名簿（医科 令和４年５月１日現在） 

 

３ 本件対象文書２ 

２０１３年以降で実施した特定病院に対する全ての適時調査の報告書 

 

４ 不開示部分（審査請求人が開示を求める部分は、下記イ（カ）の部分を除

く部分である。）  

本件対象文書１の特定病院の基本診療料の施設基準等に係る届出書（上記

２（１））のうち以下の部分 
  ア 救急体制充実加算１（平成３１年４月１日） 

  （ア）「基本診療料の施設基準等に係る届出書」に記載された特定病院の         

開設者名及び担当者名（１頁及び１０頁） 

  （イ）「基本診療料の施設基準等に係る届出書」に押印された特定病院の

印影（１頁及び１０頁） 
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（ウ）「救急救命入院料１の施設基準に係る届出書添付書類」の以下の部

分（２頁） 

「病床面積」欄、「１床当たりの床面積」欄、「１日平均取扱患

者数」欄、「バイオクリーンルームの概要、機器の名称・形式、空

気清浄度等」欄、「配置場所」欄、及び「装置・器具の名称・台数

等」欄 

（エ）「救急救命入院料４の施設基準に係る届出書添付書類」の以下の部

分（１１頁） 

「病床面積」欄、「１床当たりの床面積」欄、「１日平均取扱患

者数」欄、「バイオクリーンルームの概要、機器の名称・形式、空

気清浄度等」欄、「配置場所」欄、及び「装置・器具の名称・台数

等」欄 

  イ 医師事務作業補助体制加算１（平成２９年１１月１日） 

（ア）「基本診療料の施設基準等に係る届出書」に記載された特定病院の

開設者名及び担当者名（１９頁） 

（イ）「基本診療料の施設基準等に係る届出書」に押印された特定病院の

印影（１９頁） 

（ウ）「医師事務作業補助体制加算１、２の施設基準に係る届出書添付書

類」中の「２ 医師事務作業補助者の配置責任者の氏名」（２０頁） 

（エ）「医師事務作業補助体制加算１、２の施設基準に係る届出書添付書

類」中の「５ 医療実績等に関する事項」欄の④の患者数及び⑨の

手術件数（２１頁） 

（オ）医療事務作業補助者の名簿に記載された氏名（２２頁及び２３頁） 

（カ）「修了証」に記載された修了者の氏名及び修了番号（２５頁ないし

４１頁） 

（キ）「修了証」に記載された病院の院長の氏名並びに社団法人及び財団

法人の役員の氏名（２５頁ないし４１頁） 

（ク）「修了証」に押印された病院、社団法人及び財団法人の印影（２５

頁ないし４１頁） 

  （ケ）「病院勤務医の負担の軽減及び処理の改善に対する体制」中の「２ 

毎年４月時点の状況について記載する事項」の勤務医の負担軽減及 

び処遇改善に係る責任者の氏名（４３頁） 

（コ）「病院勤務医の負担の軽減及び処理の改善に対する体制」中の「２ 

毎年４月時点の状況について記載する事項」の診療情報提供料等を

算定する割合（４３頁）  

  （サ）情報システム安全管理規定の別添資料中の特定装置の導入施設一覧

の表に記載された施設名、住所及び電話番号（７４頁及び７５頁） 

  （シ）「特定病院 個人情報の保護に関する安全管理規定」に記載された
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理事長、名誉院長、院長及び個人情報保護責任者の氏名（７７頁） 

 

５ 上記４のうち、開示すべき部分 

（１）４ア（ウ）の「バイオクリーンルームの概要、機器の名称・形式、空気

清浄度等」欄全て 
（２）４ア（ウ）及び（エ）の「配置場所」欄全て 
（３）４ア（ウ）の「装具・器具の名称・台数等」欄中、装置・器具の特定の

販売名等ではない一般的な名称及び台数等（以下の部分を除く全て） 
２行目１文字目ないし８文字目、３行目１文字目ないし７文字目、

４行目１文字ないし８文字目、５行目１文字目ないし１６文字目、

６行目１１文字目ないし１８文字目及び２２文字目ないし２９文字

目、７行目１文字目ないし４文字目、８文字目ないし１３文字目、

１７文字目ないし２２文字目及び２６文字目ないし２９文字目、８

行目１１文字目ないし１８文字目及び２２文字目ないし２９文字目、

１１行目６文字目ないし１２文字目、１３行目１１文字目ないし１

８文字目及び２２文字目ないし２９文字目、１４行目１文字目ない

し最終文字、１５行目９文字目ないし１８文字目並びに１６行目９

文字目ないし１８文字目 
（４）４ア（エ）の「装具・器具の名称・台数等」欄中、装置・器具の特定の

販売名等ではない一般的な名称及び台数等（以下の部分を除く全て） 
２行目１文字目ないし８文字目、３行目１文字目ないし７文字目、

４行目１文字ないし８文字目、５行目１文字目ないし１６文字目、

６行目１１文字目ないし１８文字目、７行目１文字目ないし４文字

目、８文字目ないし１３文字目、１７文字目ないし２２文字目及び

２６文字目ないし２９文字目、８行目１１文字目ないし１８文字目、

１１行目６文字目ないし１２文字目、１３行目１１文字目ないし１

８文字目、１４行目１文字目ないし最終文字、１５行目９文字目な

いし１８文字目並びに１６行目９文字目ないし１８文字目 
（５）４イ（サ）７４頁（左側）の「施設名」欄全て、「住所」欄の上から７

行目、８行目、１２行目、１４行目及び１６行目ないし１８行目を除く

全て並びに「電話番号」欄の上から８行目、１４行目及び１７行目を除

く全て、同７４頁（右側）の「施設名」欄全て、「住所」欄の上から２

行目、３行目及び５行目を除く全て並びに「電話番号」欄の上から２行

目ないし５行目を除く全て、並びに同７５頁の「施設名」欄全て、「電

話番号」欄全て及び「住所」欄の上から７行目を除く全て 

（６）４ア（ア）及びイ（ア）の開設者名、４イ（キ）の院長及び役員の氏名

の全て並びに４イ（シ）の理事長、名誉院長及び院長の氏名 

注 審査請求人は、上記４イ（カ）については開示を求めていないと解される
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ため、当該部分の開示・不開示については、判断しない。 
 


